
不用となったテレビ、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫などの特定家庭用機器は、特

定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の規定によりリサイクルが義務づけられています。町では  

特定家庭用機器が処分できないため、処分方法を紹介させていただきます。 

処分方法 
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○特定家庭用機器は適正に処分を○ 
 

 

 
 

①同じ品目を買

い替える場合 

新しい特定家庭用機器を購入する店舗には、法律により引き取り義務があります。 

※購入する店舗で処分してください。 

【費用】リサイクル料金＋収集運搬料金 

②廃棄だけした

い場合 

廃棄したい特定家庭用機器を購入した店舗には、法律により引き取り義務があります。 

※購入した店舗で処分してください。 

  【費用】リサイクル料金＋収集運搬料金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③買った店が 

遠い、既にない、 

分からない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶直接、指定引取場所へ搬入する方法 

 （１）郵便局で家電リサイクル券を記入のうえ、リサイクル料金を納めます。 

（２）リサイクル料金を納めた際、渡された振替払込受付証明書を処分したい特 

定家庭用機器に貼付します。 

 （３）指定引取場所へ搬入します。   【費用】リサイクル料金 

【近くの指定引取場所】 

○株式会社斉藤商店  揖斐郡大野町大字加納字六反田１３３０－１０ 

☎０５８５－３４－３８５５  

※斉藤商店は、郵便局での手続きなしに直接持ち込んで、リサイクル料金をその場で納めていただ 

ければ、処分できます。 

○西濃運輸株式会社 岐阜支店  岐阜市柳津町流通センター３－１－１ 

☎０５８－２７９－２２２９ 

❷家電小売店に搬入する方法 

 町内の家電小売店でも対応できます。 

【費用】リサイクル料金＋収集運搬料金 

 ※条件や排出方法など、詳しくは、各小売店に直接ご確認ください。 

【町内業者】（掲載に了解をいただいている小売店） 

○錦声堂       垂井町１５５０－１１  （☎２２－０２３１） 

○タカギ家電住設   垂井町新井３９０    （☎２２－５０６２） 

○広瀬電機      垂井町綾戸３４８－２  （☎２２－０５４４）       

○マツヤデンキ垂井店 垂井町宮代３０５５－１ （☎２２－１１７３） 

 

 



１２月１日（金）から７日（木）まで粗大ごみの収集を行いました。 

今回は、1,140 件、3,729 点の粗大ごみを回収しました。 

皆様にルールを守ってもらい、排出していただいていますが、取扱 

いについて、注意していただきたいことがありますので、下記のとお 

りご協力ください。 

 お願い  

①粗大ごみ処理券について 

 拠点収集利用者は、受付での渋滞緩和のため、粗大ごみ処理券を事 

前にご準備いただきますようお願いします。 

 また、粗大ごみ収集期間中は粗大ごみ処理券取扱店で処理券が品薄 

になることがあるため、早めのお求めをお願いします。 

 

②タンスやスーツケースなどについて 

 タンスやスーツケースなどの中身は必ず空にしてお出しください。 

 出せないもの  

●テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機などの特定家庭用機器  

  →処分方法は表面を参考にしてください。 

●ホイールの無いタイヤ、車以外のタイヤ  

  →販売店又は専門業者などへ相談してください。自家用車４本程度であれば、西南濃粗大廃棄物処理

センター（養老町）で処分できます。 

●車の部品（バンパーなど） 

  →販売店又は専門業者などへ相談してください。ステレオ、チェーン、バンパーなどの個人で取り替

えたものは西南濃粗大廃棄物処理センターで処分できます。 

●農機具  

  →販売店又は農協などへ相談してください。木製品であれば、西南濃粗大廃棄物処理センターで処分

できます。 

●畳  

  →６つ切り（約５０㎝角）に裁断のうえ、クリーンセンターへ搬入してください。西南濃粗大廃棄物

処理センターへ搬入する場合は裁断不要です。 

 

 

 

 次回は、３月１日（木）から７日（水）までの期間、粗大ごみ収集を行います。 

 戸別収集希望の方（家まで取りに来て欲しい方）は、２月１日（木）から２２日（木）までの平日、午

前８時３０分から午後６時１５分までにご予約をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○粗大ごみ収集を行いました○ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ごみ収集について】                

・１２月２９日（金）は燃えるごみの特別収集を行います。（ただし燃えるごみ金曜日収集地区のみ） 

   その他のごみ収集はありません。 

・１２月３０日（土）～１月３日（水）はすべてのごみ収集がありません。（１月４日（木）より通常どおり） 

・１月８日（月）は燃えるごみの特別収集を行います。（ただし燃えるごみ月曜日収集地区のみ） 

お知らせ 

※西南濃粗大廃棄物処理センター：不燃物、粗大ごみの処理施設。搬入前に、住民課での手続きが 

必要です。詳しくは http://www.seinanno-sodai.jp/ 

クリーンセンター回収場所 

エコドーム回収場所 


